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独立行政法人自動車事故対策機構

平成１７年度業務実績評価調書

平成１８年８月

国土交通省独立行政法人評価委員会
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平成１７年度業務実績評価調書：自動車事故対策機構

業 務 運 営 評 価 （個別項目ごとの認定）

項 目 評定理由 意見評定結果

中期計画 平成１７年度計画

１．業務運営の効率化に関する目標 １．業務運営の効率化に関する目標

を達成するためにとるべき措置 を達成するためにとるべき措置

（１）組織運営の効率化 （１）組織運営の効率化

業務の繁閑に応じて柔軟かつ機 地方組織において、マネージャ ３ 平成１６年度の本部組織のマネージャ

動的に業務を担当できる体制を整 ー制を導入するとともに、引き続 ー制導入に引き続き、平成１７年１０月

備する。 き、検討委員会において、本部組 から地方組織においてマネージャー制を

このため課制を廃止し、固定的 織のマネージャー制の導入効果の 導入した。

な課単位の組織に制約されず、機 検証及び分析を行い、組織運営の また、検討委員会において、本部職員

動的な人材運用を可能とするマネ 効率化を図る。 に対し本部組織のマネージャー制導入に

ージャー制を導入する。 ついてのアンケートを実施したところ、

部内業務の繁閑に応じた機動的な人材配

置や本部組織をまたがる重要課題への対

応に効果が認められた。

引き続き地方組織を含めたマネージャ

ー制の導入効果の検証・分析及び検討を

行い、組織運営の効率化を図ることとし

ており、中期目標の達成に向けて着実な

実施状況にあると認められる。

（２）人材の活用 （２）人材の活用

業務に必要な役職員を確保する 適性診断業務において産業カウ ４ 産業カウンセラー等の資格を取得させ

とともに、産業カウンセラー等の ンセラー等の資格を取得した職員 た職員を、９４人配置した。

資格を取得した職員を積極的に活 を全国的に８８人以上適正に配置 また、１６年度に検討した職員の能力

用するなど組織の活性化を図る。 するなど、職員を積極的に活用す ・実績の評価基準及び手法を検証するた

また、職員の能力・実績をより る。 め、本部職員を対象に試行的に評価を行

適正に評価する仕組みを構築す また、前年度（平成１６年度） った。

る。 に検討した基準をもとに、試行的 以上により、中期目標の達成に向けて

に本部職員の能力・実績の評価を 優れた実施状況にあると認められる。

行う。
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項 目 評定理由 意見評定結果

中期計画 平成１７年度計画

（３）業務の運営の効率化 （３）業務の運営の効率化

①指導講習業務 ①指導講習業務

ア 職員に対する研修制度を拡充 ア 前年度（平成１６年度）まで ３ 平成1６年度までに育成した職員によ

し、職員の能力開発を促進するこ に育成した職員により専任講師が り専任講師が行っていた講義の２0％を

とにより、指導講習に係る講義の 行っていた講義について、認可法 実施して業務経費の削減を図った。

業務の一部を職員が実施できるよ 人時の最終年度（平成１４年度） また、専任講師が行っていた講義を職

う育成を図り、業務経費を削減す の２０％以上を実施し、業務経費 員が行えるよう、新たに外部研修を1５

る。 を削減する。 人に対して実施した。

また、新たに専任講師と同様の 以上により、中期目標の達成に向けて

講習を行う職員を育成するため 着実な実施状況にあると認められる。

に、外部研修を１５人に対して実

施する。

イ 効果を勘案しつつ、ＩＴを活 イ インターネット予約システム ３ インターネット予約システムについ

用した全国統一の受講者管理シス について、全主管支所において導 て、１６年度に導入した東京主管支所に

テムの構築など、業務全般の見直 入し、業務の効率化を図る。 引き続き残りの主管支所にも導入し、全

しにより、業務の効率化を図る。 主管支所でインターネット予約システム

による予約受付を開始した。

以上により、中期目標の達成に向けて

着実な実施状況にあると認められる。

ウ 受講者が少ない開催場所につ ウ 引き続き、受講者が少ない開 ３ 新たに３会場の集約化を行っており、

いて、隣接県との共同講習を行う 催場所を対象に、隣接県との共同 中期目標の達成に向けて着実な実施状況

等により、中期目標期間中に１０ 講習を行う等により、新たに３会 にあると認められる。

会場以上について集約化を行う。 場以上の集約化を行う。

エ 講習内容の充実や受講者・事 エ 引き続き、講習内容の充実や ２ 基礎講習及び特別講習の受講者数の減

業者の利便性向上等により、自己 受講者・事業者の利便性向上等に 少により、自己収入が前年度より1.8％

収入の増加を図る。 より、自己収入（平成１７年度） 減少した。

を前年度（平成１６年度）より向 以上により、中期目標の達成に向けて

上させる。 概ね着実な実施状況にあると認められ

る。

オ 以上の措置を講ずる等によ オ 以上の措置を講じることによ ３ 自己収入は減少したが、経費を前年度

り、自己収入比率について、中期 り 自己収入比率 平成１７年度 より4.1%削減しており、自己収入比率、 （ ）

目標期間の最後の事業年度におい について３６％以上に引き上げ を前年度より1.0ポイント向上させ、3

て ３５％以上 認可法人時３２ る。 7.5%とした。、 （ ．

７％）に引き上げる。 以上により、中期目標の達成に向けて

着実な実施状況にあると認められる。
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項 目 評定理由 意見評定結果

中期計画 平成１７年度計画

②適性診断業務 ②適性診断業務

ア 専門委員（大学教授等）によ ア 前年度（平成１６年度）まで ３ 専門委員の行う助言指導を職員が行え

る職員の助言指導能力の育成を行 に応用研修を修了した２５人に対 るよう、平成1６年度に応用的研修を実

うことにより、適性診断後のカウ し、引き続き、専門委員（大学教 施した25人に対し、引き続き、専門委

ンセリングの業務を職員が実施で 授等 による実地研修を実施する 員による実地研修を実施した。） 。

きるように育成し、業務経費を削 以上により、中期目標の達成に向けて

減する。 着実な実施状況にあると認められる。

イ 受付時点から全ての業務プロ イ インターネット予約システム ３ 平成１６年度の東京主管支所に引き続

セスの見直しを実施し、効果を勘 について、全主管支所において導 き、その他の主管支所にもインターネッ

案しつつ、統計業務のオンライン 入し、業務の効率化を図る。 ト予約システムを導入し、インターネッ

化や業務のマニュアル化等を図 ト予約システムによる予約受付を開始し

り、業務全体の効率化を図る。 た。

以上により、中期目標の達成に向けて

着実な実施状況にあると認められる。

ウ 診断内容の高度化や受診者・ ウ 引き続き、診断内容の高度化 ４ 受診者数を増加させ、自己収入を7.0

事業者の利便性向上等により、自 や受診者・事業者の利便性向上等 %増加させており、中期目標の達成に向

己収入の増加を図る。 により 自己収入 平成１７年度 けて優れた実施状況にあると認められ、 （ ）

を前年度（平成１６年度）より向 る。

上させる。

エ 以上の措置を講ずる等によ エ 以上の措置を講じることによ ４ 自己収入比率を前年度より2.4％向上

り、自己収入比率について、中期 り 自己収入比率 平成１７年度 させ、39.5%としており、中期目標の、 （ ）

目標期間の最後の事業年度におい について３７％以上に引き上げ 達成に向けて優れた実施状況にあると認

て ３５％以上 認可法人時３０ る。 められる。、 （ ．

１％）に引き上げる。
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項 目 評定理由 意見評定結果

中期計画 平成１７年度計画

③重度後遺障害者に対する援護業 ③重度後遺障害者に対する援護業

務 務

（療護センター） （療護センター）

ア 医療水準・コスト水準等に関 ア 引き続き、医療水準・コスト ３ タスクフォースによる外部評価を受

しタスクフォースにより外部評価 水準等に関しタスクフォースによ け、その結果をホームページ等で公表し

を行い、その結果をホームページ り外部評価を行い、その結果をホ ており、中期目標の達成に向けて着実な

等で公表する。 ームページ等で公表する。 実施状況にあると認められる。

イ 平成１５年度より千葉療護セ イ 引き続き、平成１５年度に策 ３ 外部委託業務費の削減及び外部受託検

ンターの民間委託化を行い、全セ 定した経費節減の方策に従い、既 査件数の増加等により、運営経費につい

（ ） 、 、ンターの業務の民間委託化を図っ 存病床の運営経費 平成１７年度 て 平成14年度の3.1%を節減しており

たところであるが、さらに民間委 について、認可法人時の最終年度 中期目標の達成に向けて着実な実施状況

託している定型的・単純作業につ （平成１４年度）の３％程度に相 にあると認められる。

いての見直し等による経費節減や 当する額を節減する。

検査外来の増加により、既存病床

の運営経費について、中期目標期

間の最後の事業年度において、認

可法人時の最終年度（平成１４年

度）比で４％程度に相当する額を

節減する。

（介護料支給） （介護料支給）

介護料支給事務について、請求 前年度（平成１６年度）に検討 ２ １６年度に検討した請求事務プロセス

事務プロセスの見直し、支給額積 した請求事務プロセスの見直し結 の見直しのうち、申請書類等のホームペ

算の電子データ化により、事務の 果を反映することにより、事務処 ージへのアップは行ったものの、各主管

処理期間の短縮化を図る。 理の効率化を図る。 支所から本部への支給額積算データの提

出方法については、ネットワークのセキ

ュリティー強化にかかる費用とのかねあ

いから、現行の郵送による提出方法を変

更するには至らなかった。

以上により、中期目標の達成に向けて

概ね着実な実施状況にあると認められ

る。
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項 目 評定理由 意見評定結果

中期計画 平成１７年度計画

④交通遺児等への支援業務 ④交通遺児等への支援業務

ア 債権管理委員会により、債権 ア 債権管理規程に基づき、効果 ３ 債権管理規程に基づき、効果的な債権

管理方法の改善を行い、効果的、 的な債権回収を行うことにより、 回収を行うことにより、債権回収率90.

効率的な回収を図り、回収経費に 債権回収率９０％以上確保すると 8%を確保するとともに、債権回収経費

ついて、中期目標期間の最後の事 ともに、債権回収マニュアルを活 について、平成14年度比で20.5%に相

業年度において、認可法人時の最 用し、効率的な債権回収を行うこ 当する額を削減しており、中期目標の達

終年度（平成１４年度）比で２０ とにより、債権回収経費（平成１ 成に向けて着実な実施状況にあると認め

％程度に相当する額を削減しつ ７年度）について、認可法人時の られる。

つ、債権回収率９０％以上確保す 最終年度（平成１４年度）比で２

る。 ０％程度に相当する額を削減す

る。

イ 債権管理委員会において適切 イ 引き続き、債権管理委員会に ３ 債権管理委員会において適切な貸付債

な貸付債権の評価を実施するとと おいて適切な貸付債権の評価を実 権の評価を実施するとともに、リスクに

もに、リスクに応じた適正な引当 施するとともに、リスクに応じた 応じた適正な引当金を計上し、その結果

金を計上し、その結果についてホ 適正な引当金を計上し、その結果 についてホームページ等で公表してお

ームページ等で公表する。 についてホームページ等で公表す り、中期目標の達成に向けて着実な実施

る。 状況にあると認められる。

⑤情報提供業務 ⑤情報提供業務

自動車アセスメントを適切なコ 自動車アセスメントを適切なコ ４ 各試験データの処理方法を見直し、１

ストで実施していくため、試験実 ストで実施するため、試験データ 台当たりの試験実施費について、平成1

施方法の合理化等を図り、試験毎 の処理方法の見直しを行い、１台 4年度比でフルラップ試験12.7％、オ

の１台当たりの試験実施費につい 当たりの試験実施費（平成１７年 フセット試験9.5%、側面衝突試験5.6

て、中期目標期間の最後の事業年 度）について、認可法人時の最終 ％、チャイルドシート試験12.6％及び

度において、認可法人時の最終年 年度（平成１４年度）比でフルラ ブレーキ試験3.4％に相当する額を削減

度（平成１４年度）比で４％程度 ップ試験６％程度、オフセット試 しており、中期目標の達成に向けて優れ

に相当する額を削減する。 験５％程度、側面衝突試験４％程 た実施状況にあると認められる。

度、チャイルドシート試験４％程

度及びブレーキ試験３％程度に相

当する額を削減する。
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項 目 評定理由 意見評定結果

中期計画 平成１７年度計画

⑥業務全般 ⑥業務全般

業務プロセスの見直しを実施 ４ 業務プロセスの見直しを実施し、業務業務プロセスの見直しを実施

し、業務運営の効率化を図る。特 運営の効率化を図るとともに、効率化推し、業務運営の効率化を図る。特

に、一般管理費について、前年度 進計画を策定し、効率化の取組みを推進に、一般管理費について、より一

（平成１６年度）に策定した効率 した。層の業務運営の効率化を図ること

化推進計画に基づき効率化の取組 一般管理費について、効率化に向けたにより、中期目標期間の最後の事

を一層推進し、前年度（平成１６ 組織体制及び給与体系の見直し等を実施業年度において、認可法人時の最

年度）予算の３％程度に相当する し、平成1６年度予算の5.9%に相当す終年度（平成１４年度）比で１０

額を削減する。 る額を削減した。％程度に相当する額を削減する。

以上により、中期目標の達成に向けてなお 「行政改革の重要方針」、

優れた実施状況にあると認められる。（ ）平成17年12月24日閣議決定

平成１８年度から平成を踏まえ、

年間において、２２年度までの５

人件費（退職手当等を除く ）に。

ついて５％以上の削減を行うこと

、 、とし 現中期目標期間においては

概ね３％の人件費を削減する。

また、国家公務員の給与構造改

革を踏まえ、役職員の給与体系に

ついて必要な見直しを進める。
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項 目 評定理由 意見評定結果

中期計画 平成１７年度計画

２．国民に対して提供するサービス ２．国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する目標 その他の業務の質の向上に関する目標

を達成するためとるべき措置 を達成するためとるべき措置

（１）指導講習業務 （１）指導講習業務

①講習回数の増回、業態別や事業 ①講習回数について、前年度（平 ３ 講習回数について、平成1６年度より

規模別の講習の実施等を行い、受 成１６年度）より増回するととも ４回増回し、業態別講習を全支所で62

講者の講習環境を向上させる。 に、引き続き、業態別の一般講習 0回実施するとともに、東京主管支所及

を全支所で実施し、事業者ニーズ び大阪主管支所において、事業者ニーズ

を踏まえつつ 事業規模別の講習 を踏まえ、事業規模別講習を各々１回実、

を実施する。 施した。

また、事業規模別講習の一環として出

張講習を４回実施した。

平成18年度も全支所において業態別

講習を実施するとともに、受講者・事業

者のニーズを踏まえつつ事業規模別講習

を実施し、講習回数を増回していくとし

ており、中期目標の達成に向けて着実な

実施状況にあると認められる。

②少人数による受講者参加型講習 ②特別講習における少人数受講者 ３ 特別講習における少人数受講者参加型

の推進、最新の事故事例研究・分 参加型のグループ討議を盛り込ん のグループ討議を盛り込んだ講習、最新

析に基づく再発防止のための運行 だ講習、最新の事故事例の研究分 の業態別事故事例の研究分析に基づく事

管理改善手法の導入、効果的な教 析に基づく事故再発防止のための 故再発防止のための運行管理改善手法を

材の活用等指導講習の内容の充実 運行管理改善手法を盛り込んだ講 導入した講習を全支所で実施した。

を図る。 習を、引き続き、全支所で実施す また、一般講習において「危険予知ト

る。 レーニングシート」を用いた講習を実施

また、一般講習において「危険 するとともに、受講者の多い２０支所に

予知トレーニングシート」を用い おいて視聴覚機器を用いた講習を実施し

た講習を実施するとともに、２０ た。

支所において視聴覚機器を用いた 加えて、テキストをわかりやすく改訂

講習を実施する。 しており、平成1８年度も、効果的な講

習の拡大を図り、更なる講習内容の充実

を目指すとしている。

以上により、中期目標の達成に向けて

着実な実施状況にあると認められる。
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項 目 評定理由 意見評定結果

中期計画 平成１７年度計画

③職員の資質向上を図るため研修 ③事故防止コンサルティングを試 ３ 事故防止コンサルティングを試行的に

制度の充実を行うとともに、事故 行的に実施するにあたって、引き 実施するにあたって、当該事業者を担当

防止相談や事故防止のための企業 続き、当該事業者を担当する支所 する支所職員25人に対して研修を実施

コンサルティングを試行的に実施 職員に対する研修を実施するとと するとともに、本部及び全支所に設置し

する。 もに、事故防止相談窓口において た事故防止相談窓口において、事故防止

事故防止コンサルティングに係る コンサルティングに係る企業のニーズを

企業のニーズを収集する。 収集した。

また、前年度（平成１６年度） また、平成1６年度に実施した事故防

に実施した事故防止コンサルティ 止コンサルティングの実効性を検証する

ングの実効性を検証するととも とともに、平成15年度及び平成16年度

に、６社以上の事業者に対し企業 から実施している４社を含め６社の事業

コンサルティングを試行的に実施 者に対し企業コンサルティングを試行的

し 引き続き 知見の蓄積を行う に実施した。、 、 。

以上により、中期目標の達成に向けて

着実な実施状況にあると認められる。

④運行管理における診断結果の活 ④前年度（平成１６年度）に作成 ３ 適性診断結果の活用を促進するため、

用を促進するため、適性診断活用 した「適性診断結果に基づく助言 平成16年度に作成した「適性診断結果

講座の実施等を通じた適性診断活 ・指導の方法」を取り入れた教材 に基づく助言・指導の重要性及びその手

用法を取り入れた講習を実施す を用いて、適性診断結果を活用し 法」を取り上げた講習用テキスト及びビ

る。 た運転者教育についての講習を実 デオ教材を用いて、講習を実施した。

施する。 平成18年度は適性診断活用講座の実

施結果及び受講者の要望を踏まえてさら

なる講習用教材の充実を図るとしてお

り、中期目標の達成に向けて着実な実施

状況にあると認められる。
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項 目 評定理由 意見評定結果

中期計画 平成１７年度計画

⑤定期的に受講者・事業者に対す ⑤引き続き、受講者・事業者に対 ３ 受講者・事業者に対する調査を実施

る調査を実施し、ニーズ等を踏ま する調査を実施し、調査結果に基 し、調査結果に基づき、要望の多い項目

え、指導講習の内容の充実に反映 づき講習の実施方法等の改善を含 を優先に、講習回数の増回やドライブレ

する。 めた講習内容の充実を行う。 コーダーの映像を用いた講義を実施する

など、講習内容の改善を行った。

以上により、中期目標の達成に向けて

着実な実施状況にあると認められる。

⑥以上の施策を実施することによ ⑥以上の措置を講じることによ ４ 安全対策への支援効果に関する受講者

り、受講者・事業者に対する５段 り、受講者・事業者に対する５段 の評価度については、すべての講習で平

階評価の調査における安全対策へ 階評価の調査における安全対策へ 成1６年度より向上し、平均4.39ポイ

の支援効果に関する評価度につい の支援効果に関する評価度（平成 ントで、特に事故・違反を惹起した者に

て、中期目標期間の最後の事業年 １７年度）について、４．０以上 対する特別講習は4.64ポイントと高い

度までに４．０以上とする。 とする。 評価を得た。一方、事業者の評価度につ

いては、平均4.28ポイントとなり、１

６年度より0.03ポイント低下したもの

の、受講者の評価度は高く、中期目標の

達成に向けて優れた実施状況にあると認

められる。
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項 目 評定理由 意見評定結果

中期計画 平成１７年度計画

（２）適性診断業務 （２）適性診断業務

①効果を勘案しつつ、自動視野測 ①業務実績等を踏まえつつ 更に ３ 自動視野測定機を利用希望者の多い支、 、

定機の導入、アイカメラ・シミュ 自動視野測定器を１０台以上導入 所を優先に、改良型を昨年度に引き続き

レーターの開発・試行導入など機 し、受診者・事業者の利便性を向 10台導入し、受診者・事業者の利便性

器の充実を行い、認知分野も含め 上させる。 の向上を図った。

た診断内容の高度化を図る。さら また、アイカメラ・シミュレー また、アイカメラ・シミュレーターに

に貸出し用自動診断機器の開発を ターについては、診断結果判定基 ついては、診断結果判定基準案を作成し

行い、全国に配備し、受診者・事 準案を作成し 効果の検証を行う たほか、検討委員会を開催し同機器の活、 。

業者の利便性を向上させる。 用効果等の検証を行っており、中期目標

の達成に向けて着実な実施状況にあると

認められる。

②業態別等の診断結果の助言内容 ②危険感受性テスト・重複作業反 ３ 危険感受性テストの結果に基づく助言

の充実、最新の事故事例研究・分 応テストの結果に基づく助言内容 内容を業態別等に改良し、重複作業反応

析に基づくカウンセリング技法や を業態別等に改良するとともに、 テストの結果に基づく助言内容について

小集団技法等の向上による助言指 引き続き、最新の事故事例研究・ は、業態別に素案を作成した。

導の充実を図るとともに、運行管 分析に基づく診断技法について、 また、前年度に引き続き、最新の事故

理者を対象とした適性診断活用講 全カウンセリング担当職員に対 事例研究・分析に基づく診断技法につい

座を中期目標期間中に全支所にお して研修を実施し、適性診断の質 て、全カウンセリング担当職員に対して

いて実施する。 を向上させる。 研修を実施するとともに、適性診断活用

また、引き続き、平成１５年度 講座については、平成１５年度に策定し

に策定した実施マニュアルに基づ た実施マニュアル及び平成１６年度に作

いた研修を職員に行うとともに、 成した受講用テキストに基づき、全支所

全支所において、適性診断活用講 で実施した。

座を実施する。 以上により、中期目標の達成に向けて

着実な実施状況にあると認められる。

③職員の資質を向上させ、助言指 ③産業カウンセラーの資格取得研 ４ 産業カウンセラーの資格取得研修を計

導を充実するため、計画的に職員 修を計画的に実施し、適性診断担 画的に実施し、適性診断担当職員の８6

への研修を実施し、中期目標期間 当職員の８０％以上の職員に資格 %の職員に資格を取得させており、中期

中に診断業務担当職員の８０％以 を取得させる。 目標の達成に向けて優れた実施状況にあ

上に産業カウンセラー資格を取得 ると認められる。

させる。
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項 目 評定理由 意見評定結果

中期計画 平成１７年度計画

④事業者の運行管理における診断 ④引き続き、平成１５年度に構築 ３ 平成15年度に構築したシステムを活

結果の活用を促進するため、支所 したシステムを活用し、個人情報 用し、個人情報の保護を図りつつ、事業

からオンライン化により得られた の保護を図りつつ、事業者及び関 者及び関係者に、事故防止に資する1,6

全国的な診断結果データを地域 係者に情報提供を行う。 40件の情報提供を行っており、中期目

別、事業者別、業態別、年齢別に 標の達成に向けて着実な実施状況にある

解析し、個人情報の保護を図りつ と認められる。

つ、事故防止に資する情報として

事業者及び関係者に提供する。

⑤定期的に受診者・事業者に対す ⑤引き続き、受診者・事業者に対 ３ 受診者・事業者に対する調査を実施

る調査を実施し、ニーズ等を踏ま する調査を実施し、調査結果に基 し、調査結果に基づき、要望の多い項目

え、適性診断の内容の充実に反映 づき診断の実施方法等の改善を含 を優先に、業態別に改良した診断結果コ

する。 めた診断内容の充実を行う。 メントを診断結果票に反映させるなど、

診断内容等の改善を行った。

以上により、中期目標の達成に向けて

着実な実施状況にあると認められる。

⑥以上の施策を実施することによ ⑥以上の措置を講じることによ ４ 安全対策への支援効果に関する受診者

り、受診者・事業者に対する５段 り、受診者・事業者に対する５段 の評価度については、前年度より平均で

階評価の調査における安全対策へ 階評価の調査における安全対策へ 0.01ポイント低下し、平均4.20ポイン

の支援効果に関する評価度につい の支援効果に関する評価度（平成 トとなった。初任・適齢診断で前年度よ

て、中期目標期間の最後の事業年 １７年度）について、４．０以上 りポイントが低下したものの、事故・違

度までに４．０以上とする。 とする。 反を惹起した者に対する特定診断は4.5

。 、4ポイントと高い評価を得ている また

事業者の評価度については、平均4.18

ポイントとなっている。

以上により、中期目標の達成に向けて

優れた実施状況にあると認められる。



-13-

項 目 評定理由 意見評定結果

中期計画 平成１７年度計画

（３）重度後遺障害者に対する援 （３）重度後遺障害者に対する援

護 護

（療護センター） （療護センター）

①遷延性意識障害者に対し、病棟 ①引き続き、遷延性意識障害者に ４ 遷延性意識障害者に対し、病棟ワンフ

ワンフロアシステム、プライマリ 対し、病棟ワンフロアシステム、 ロアシステム、プライマリー・ナーシン

ー・ナーシングや高度先進医療機 プライマリー・ナーシングや高度 グや高度先進医療機器による高度な治療

器による高度な治療・看護を実施 先進医療機器による高度な治療・ ・看護を実施して、２２人が脱却し、中

することにより、中期目標期間中 看護を実施し、中期目標期間にお 期目標期間における平成1７年度までの

に脱却者３０人以上（認可法人時 ける平成１７年度までの脱却者数 脱却者数を４８人としており、中期目標

の直近４ヶ年平均年９人）とする を２４名以上とする。 の達成に向けて優れた実施状況にあると

など、治療効果を高める。 認められる。

②質の高い治療機会を医学的観点 ②新設した千葉療護センターの併 ２ 千葉療護センターの介護主体病床３０

から公平に提供するため、治療効 設介護主体病床３０床を開業し、 床を平成17年４月に開業し、東北療護

果の観点を踏まえた入院や入院中 治療機会を公平に提供するととも センター及び岡山療護センターにおい

の経過説明等入退院プロセスの構 に、設備の更新計画に基づき、東 て、磁気共鳴断層撮影装置（ＭＲＩ）の

築を図るとともに、その他の医療 北、岡山療護センターの磁気共鳴 更新を行った。

機関との連携を図りつつ病床や高 断層撮影装置（ＭＲＩ）を更新す 入退院プロセスのモデルケースの構築

度先進医療機器の整備を進める。 る。また、入退院プロセスに関す については、入退院の各プロセスの具体

る前年度（平成１６年度）の検討 的内容を整理してはいるものの、平成1

を踏まえ、療護センターの入退院 ６年度に検討した際に抽出された課題等

プロセスのモデルケースを策定す を踏まえた内容となっていない。

る。 以上により、中期目標の達成に向けて

概ね着実な実施状況にあると認められ

る。

③短期入院事業において、入退院 ③引き続き、東北・岡山・中部療 ３ 東北・岡山・中部療護センターにおい

の状況を勘案しつつ、療護センタ 護センターにおいて、入退院の状 て、短期入院事業を実施し、3療護セン

ーの有効活用を図る。 況を勘案しつつ、短期入院事業を ターで1８３人日の受け入れを行った。

行うとともに、千葉療護センター また、千葉療護センターにおいて、短

についても短期入院事業の実施に 期入院事業の実施に向けた短期入院実施

向けた環境整備を行う。 計画を策定するなど環境整備を行ってお

り、中期目標の達成に向けて着実な実施

状況にあると認められる。
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項 目 評定理由 意見評定結果

中期計画 平成１７年度計画

④メディカルソーシャルワーカー ④引き続き、メディカル・ソーシ ３ メディカル・ソーシャルワーカーによ

による患者家族に対する支援や在 ャルワーカーにより、転院先情報 る転院先情報の提供等3,735件 「介護、

宅介護者に対する介護に関する知 の提供など患者家族に対する支援 だより」による介護に関する知識・技術

識・技術の提供を推進する。 や、療護センターにおいて行う介 の情報などの提供により、患者家族、在

護に関する知識・技術の情報の提 宅介護者に対し支援を行っており、中期

供など在宅介護者に対する支援を 目標の達成に向けて着実な実施状況にあ

強化する。 ると認められる。

⑤地元大学等研究機関や療護セン ⑤療護センターにおいて実施され ４ 日本脳神経外科学会等において２９件 医療の領域に止めず、他の学会

ター間の連携の強化、職場内研修 ている遷延性意識障害者に対する の研究成果の発表するとともに、千葉・ でも研究成果を発表しており、柔

の充実等により、プライマリー・ 高度な治療・看護の技術を一般病 東北・岡山療護センターにおいて、短期 軟に業務に取り組んでいる。

ナーシングや高度先進医療機器を 院に対して普及させるため、引き 入院事業に協力する病院に対する実務研

活用した医療技術の開発・向上を 続き、地元大学等との連携をとり 修を計３回実施しており、中期目標の達

図り、一般病院への普及を図るた ながら１０件以上の学会発表を行 成に向けて優れた実施状況にあると認め

め、日本脳神経外科学会、意識障 うとともに、新たに短期入院事業 られる。

害治療学会等において年平均１０ に協力する病院への働きかけとし

件以上（認可法人時の直近４ヶ年 て実務研修を実施する。

平均年７．３件）の研究成果の発

表を行うとともに、短期入院協力

病院に対する実務研修等を行う。

⑥地域医療機関との連携を図り、 ⑥引き続き、地域医療機関との連 ４ 4療護センターにおいて、12,３９８

年間９，０００件以上（認可法人 携を図り、年間９,０００件以上 件の高度先進医療機器の検査を受託して

、 、時の直近４ヶ年平均年５，４９３ の高度先進医療機器の検査を受託 おり 前年度より0.4％減少したものの

件）の高度先進医療機器の検査を する。 中期目標の達成に向けて優れた実施状況

受託する。 にあると認められる。
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項 目 評定理由 意見評定結果

中期計画 平成１７年度計画

（介護料支給等支援業務） （介護料支給等支援業務）

①被害者の状況に応じた介護料の ①引き続き、被害者の状況に応じ ３ 4,118人に対し後遺障害の程度・介

支給及び一般病院への短期入院費 た介護料の支給及び一般病院への 護の状況に応じた介護料を支給し、延べ

用に係る助成を行うことにより、 短期入院費用に係る助成を行うこ 3８０人に対し一般病院への短期入院費

効果的な被害者救済を図る。 とにより、効果的な被害者救済を 用に係る助成を行うことにより、効果的

図る。 な被害者救済を図っており、中期目標の

達成に向けて着実な実施状況にあると認

められる。

②介護に関する相談窓口を主管支 ②介護相談窓口において、引き続 ２ 全主管支所に設置した介護相談窓口に

所に設置し、介護福祉士等による き、介護福祉士等により積極的な おいて、介護福祉士等により相談支援を

介護に関する知識・技術の提供等 相談支援を行うとともに、窓口に 行うとともに、被害者ニーズの高い情報

重度後遺障害者の家族に対する相 寄せられた相談内容から被害者の を「介護だより」を通じて提供した。

談支援を効果的な広報と併せて実 ニーズの高い情報について、療護 重度後遺障害者の家族への相談支援に

施するとともに、療護センターと センターと連携を図りつつ 「介 関する評価度については、平成1６年度、

連携し、５段階評価の調査におけ 護だより」を通じて提供する。こ と比較して0.04ポイント向上したもの

る重度後遺障害者の家族への相談 れらの措置を講じることにより、 の、3.64となった。

支援に関する評価度について、中 ５段階評価の調査における重度後 以上により、中期目標の達成に向けて

期目標期間の最後の事業年度まで 遺障害者の家族への相談支援に関 概ね着実な実施状況にあると認められ

に４．０以上とする。 する評価度（平成１７年度）につ る。

いて、４．０以上とする。
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項 目 評定理由 意見評定結果

中期計画 平成１７年度計画

（４）交通遺児等に対する支援業 （４）交通遺児等に対する支援業

務 務

被害者の状況に応じた無利子貸 引き続き、交通遺児等に対して ３ 交通遺児等1,119人に対し無利子貸

付けを行うことにより、効果的な 経済的な支援を目的とした無利子 付けを行うとともに、保護者や子供たち

被害者救済を図りつつ、保護者同 貸付けを行うとともに、同制度の の交流の場である「友の会」を運営し、

士の交流の場の設置等により被害 利用対象者の保護者や子供たちの 「友の会だより」の発行や「書道コンテ

者家族相互の親睦を深め、交通遺 交流の場である「友の会」を運営 スト」を実施することにより、精神的支

児等の健全な育成を図る精神的支 し 「友の会だより」を発行する 援を強化した。、

援を強化する。被害者に対する調 とともに 友の会の集い や 書 被害者に対する精神的支援に関する評、「 」 「

査を実施し、５段階評価における 道コンテスト」を全支所において 価度については、平成1６年度と比較し

精神的支援に関する評価度につい 実施することにより、精神的支援 て0.13ポイント低下し、4.08ポイント

て、中期目標期間の最後の事業年 を強化する。 となった。

度までに４．０以上とする。 これらの措置を講じることによ 以上により、中期目標の達成に向けて

り、被害者に対する５段階評価の 着実な実施状況にあると認められる。

調査における精神的支援に関する

（ ） 、評価度 平成１７年度 について

４．０以上とする。
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項 目 評定理由 意見評定結果

中期計画 平成１７年度計画

（５）広報活動業務 （５）広報活動業務

①介護料支給業務及び交通遺児等 ①被害者保護を推進する観点か ３ 全市町村他関係機関に、介護料支給業

貸付業務の案内パンフレットを年 ら、引き続き、介護料支給業務及 務及び交通遺児等貸付業務の案内パンフ

１回全市町村に、療護センターに び交通遺児等貸付業務の案内パン レット（2,520箇所）及びポスター（4,

ついても業務に関するパンフレッ フレット及びポスターを全市町村 328箇所）を配布し、受給資格者及び

トを年１回脳神経外科病院等に配 他関係機関に配布し、受給資格者 貸付対象者に対しこれら業務について周

布するなど 広報活動を強化する 及び貸付対象者に対し周知徹底を 知徹底を図った。、 。

図る。 また、療護センターの業務に関するパ

また、引き続き、療護センター ンフレットを介護料脳損特Ⅰ種の新規認

の業務に関するパンフレットを脳 定者家族並びに脳神経外科を主体とした

神経外科を主体とした病院等に配 2,449箇所の病院等に配布し、患者家

布し、患者家族等への周知徹底を 族等への周知徹底を図った。

図る。 以上により、中期目標の達成に向けて

着実な実施状況にあると認められる。

②介護料支給業務においては、損 ②引き続き、各損保会社等に協力 ３ 各損保会社等を通じて、受給資格とな

保会社等と連携し、受給資格者に 依頼し、受給資格者に対し周知徹 り得る重度後遺障害者及びその家族に対

対する周知徹底を図る。 底を図る。 し周知徹底を図っており、中期目標の達

成に向けて着実な実施状況にあると認め

られる。

（６）自動車損害賠償保障制度に （６）自動車損害賠償保障制度に
ついての周知宣伝業務 ついての周知宣伝業務
①交通安全フェア等の各種催しに ①引き続き、交通安全フェア等の ３ 本部において、東京モーターショーや
おける展示物及び配布物の改善等 各種催しにおける展示物及び配布 交通安全フェア等のイベントに出展し、
により、国や（社）日本損害保険 物の改善等により、国や（社）日 出展パネル等を改善し、参加体験型とし
協会等と協力しつつ、自動車損害 本損害保険協会等と協力しつつ、 て運転適性診断を実施する等により、自
賠償保障制度の周知宣伝活動を強 自動車損害賠償保障制度の周知宣 動車損害賠償保障制度の周知宣伝活動を
化する。 伝活動を強化する。 積極的に行っており、中期目標の達成に

向けて着実な実施状況にあると認められ
る。

②機構の全国組織を活用し、事業 ②引き続き、都道府県単位で実施 ３ 各支所において、交通安全等に関する
者や被害者に対する自動車損害賠 されている交通安全等に関する催 イベント等に80回参加し、自動車損害
償保障制度の周知を行う。 しに対して、支所単位で参加し、 賠償保障制度についての周知宣伝活動を

自動車損害賠償保障制度について 積極的に行っており、中期目標の達成に
の周知宣伝を行う。 向けて着実な実施状況にあると認められ

る。
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項 目 評定理由 意見評定結果

中期計画 平成１７年度計画

（７）情報提供業務 （７）情報提供業務
①効果的かつ公正な自動車アセス ①引き続き、効果的かつ公正なア ４ 安全性能に係る指標（車種類型別の総
メントを実施することにより、自 セスメント事業を実施することに 合評価（☆の数）の直近2カ年の平均値)
動車メーカーの安全な車の開発意 より、自動車メーカーの安全な車 について、平成14年度より、5.08→5.
識を高めるとともに、ユーザーが の開発意識を高めるとともに、ユ 37と5.7%の改善を図っており、中期目
安全な車を選択しやすい情報を提 ーザーが安全な車を選択しやすい 標の達成に向けて優れた実施状況にある
供し、安全性能に係る指標（車種 情報を提供し、安全性能に係る指 と認められる。
類型別の総合評価（☆の数）の直 標（車種類型別の総合評価（☆の
近２カ年の平均値）について、中 数）の直近２カ年の平均値 （平）
期目標期間の最後の事業年度にお 成１７年度）について、認可法人
いて、認可法人時の最終年度（平 時の最終年度（平成１４年度）よ
成１４年度）比で４％以上の改善 り、３％以上の改善を図る。
を達成する。
②パンフレット配布先の拡大、ホ ②引き続き、パンフレットの配布 ４ パンフレットの配布について全国の市
ームページの構成の改善等によ について全国の市区町村役場等に 区町村役場等に協力要請を行い、新たに
り、アクセスしやすい、分かりや 協力要請を行い、配布箇所数（平 産婦人科医院等の協力を得て、配布箇所
すい情報提供をユーザーに行うと 成１７年度）を前年度（平成１６ 数を平成16年度以上とした。
ともに、定期的に利用者調査を実 年度）以上とするとともに、利用 また、メディアワーキングを設置し、
施し、業務の改善に反映させる。 者に対する調査を実施し、ホーム パンフレットの改善や後席シートベルト
ユーザーに対する５段階評価の ページの内容の改善により、情報 の着用効果についての公開試験等の広報

利用度・満足度に関する評価度に 提供の改善を図る。さらに、諸外 を充実した。
ついて、中期目標期間の最後の事 国の安全情報について、概略を日 諸外国の安全情報について、分かりや
業年度までに４．０以上とする。 本語でわかりやすく紹介する。こ すく閲覧できるようにホームページを改

れらにより、ユーザーに対する５ 善して、ユーザーの情報検索に配慮して

段階評価の調査における利用度・ おり、ユーザーに対する利用度・満足度

満足度に関する評価度（平成１７ に関する評価度については、平成16年

年度）について、４．０以上とす 度と比較し、0.03ポイント向上した4.

る。 11ポイントとなった。

以上により、中期目標の達成に向けて

優れた実施状況にあると認められる。

③歩行者保護性能のアセスメント ③引き続き、歩行者保護性能のア ３ 平成15年度から引き続き、歩行者頭

を平成１５年度より導入する。ま セスメントを実施し、歩行者保護 部保護性能のアセスメントを実施した。

た、側面衝突安全性能評価等につ 性の向上を促す。また、チャイル また、チャイルドシート側面衝突安全

いて調査研究を行う。 ドシート側面衝突安全性能評価に 性能評価について、海外の文献調査及び

ついて、米国、欧州、豪州等の文 国内の実事故データの調査を行い、アセ

献調査及び国内の実事故データに スメント事業の質の向上に努めている。

ついて調査する。 以上により、中期目標の達成に向けて

着実な実施状況にあると認められる。
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項 目 評定理由 意見評定結果

中期計画 平成１７年度計画

④実事故データと安全性能評価結 ④引き続き、前年度（平成１６年 ３ 平成15年度から引き続き、実事故デ

果の相関関係を解析し、自動車ア 度）までに実施した試験対象車種 ータと安全性能評価との相関関係を解析

セスメントの改善に資する。 の実事故データを調査・収集する し、側面衝突の相関については、依然相

とともに、当該車種の評価試験結 関関係が認められないことから、ポール

果との相関関係を解析する また 側面衝突試験の導入後、改めて解析を行。 、

前年度（平成１６年度）に試行実 うこととしている。

施した傷害部位ごとの試験結果と また、傷害部位ごとの相関関係につい

の相関分析手法の検証を行う。 ては、データが少なく結論を出すには至

らなかったことから、今後さらに実事故

データを蓄積して相関分析の精度を高め

る必要がある。

平成１８年度はブレーキ試験結果の相

関関係を解析することにより、自動車ア

セスメントの改善に資するとしており、

中期目標の達成に向けて着実な実施状況

にあると認められる。

、 、⑤海外の専門家との討論及び情報 ⑤引き続き、海外で新たに導入さ ３ 試験法 評価法等の開発に資するため

交換を実施するなど、各国アセス れた試験方法や調査研究等につい 海外のアセスメント関係機関との討論及

メント機関、専門家等との情報交 て、関係機関との討論及び情報交 び情報交換、自動車の安全性に係る国際

換を継続的に実施する。 換を積極的に行うとともに、自動 会議に参加し、アセスメント試験方法の

車の安全性に係る国際会議へ参加 調和に向けて意見交換を行った。

し、参加各国の試験方法等の比較 また、自動車アセスメントの被害低減

検証を行い、その結果を踏まえて 効果や試験方法の国際調和の必要性、歩

今後の我が国の試験方法等の改善 行者頭部保護性能のアセスメントについ

に資する。 て発表を行った。

以上により、中期目標の達成に向けて

着実な実施状況にあると認められる。

⑥業務改善状況等についてタスク ⑥引き続き、業務改善状況等につ ３ タスクフォースによる外部評価を行

フォースにより外部評価を行い、 いてタスクフォースにより外部評 い、その結果をホームページ等で公表し

その結果をホームページ等で公表 価を行い、その結果をホームペー ており、中期目標の達成に向けて着実な

する。 ジ等で公表する。 実施状況にあると認められる。
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項 目 評定理由 意見評定結果

中期計画 平成１７年度計画

中期計画に基づいた年度計画予算、収３．予算 ３．予算（人件費の見積もりを含 （人件費の見積もりを含

支計画及び資金計画を策定し、計画に沿む 、 む 、。） 。）収支計画及び資金計画 収支計画及び資金計画

本計画に従ったサービスその他 別紙のとおり ３ って、サービスその他業務の質の向上を

業務の質の向上を図りつつ 予算 図りつつ、適正な予算の執行を行ってお、 、

収支計画及び資金計画を別紙のと り、中期目標の達成に向けて着実な実施

おり策定する。 状況にあると認められる。

４．短期借入金の限度額 ４．短期借入金の限度額

予見し難い事故等の事由により 予見し難い事故等の事由により ※平成１７年度は該当なし。

資金不足となる場合に限り、短期 資金不足となる場合に限り、短期

借入金の限度額１，６００百万円 借入金の 限度額１，６００百万

とする。 円とする。

重要な財産を譲渡し、又は担 重要な財産を譲渡し、又は担５． ５．

保にする計画 保にする計画

なし なし － ※平成１７年度は該当なし。

６．剰余金の使途 ６．剰余金の使途

剰余金が発生した場合には、独 剰余金が発生した場合には、独 － ※平成１７年度は該当なし。

立行政法人通則法第４４条第３項 立行政法人通則法第４４条第３項

の規定による国土交通大臣の承認 の規定による国土交通大臣の承認

を受けて、利用者サービス充実の を受けて、利用者サービス充実の

ための環境の整備、職員研修の充 ための環境の整備、職員研修の充

実に充てる。 実に充てる。
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項 目 評定理由 意見評定結果

中期計画 平成１７年度計画

７．その他主務省令で定める業務運 ７．その他主務省令で定める業務運

営に関する事項 営に関する事項

３ 東北療護センター及び岡山療護センタ（１）施設及び設備に関する計画 （１）施設及び設備に関する計画

別紙のとおり 別紙のとおり ーにおいて、磁気共鳴断層撮影装置（Ｍ

ＲＩ）の更新を行っており、中期目標の

達成に向けて着実な実施状況にあると認

められる。

（２）人事に関する計画（２）人事に関する計画

①方針①方針

中期目標期間中において、サー サービスその他業務の質の向上 ３ 業務運営の効率化を図ることにより、

ビスその他業務の質の向上を図り を図りつつ、業務全般における業 １名の削減を実施した。

つつ、業務全般における業務プロ 務プロセスの見直しや集約化等を また、各研修制度等を実施し、職員の

セスの見直しや集約化等を実施 実施し、業務運営の効率化を図る 資質の向上を図っている。

し、業務運営の効率化を図ること ことにより、計画的な削減を行い 以上により、中期目標の達成に向けて

により、計画的な削減を行い人員 人員の抑制に努める。 着実な実施状況にあると認められる。

の抑制に努める。

②人材の育成 ②人材育成

指導講習業務における講師の育 指導講習業務における講師の育

成や適性診断業務のカウンセリン 成や適性診断業務のカウンセリン

グ技術の向上を図るため、研修制 グ技術の向上を図るため、研修制

度を充実し、職員の資質を向上さ 度を充実し、職員の資質を向上さ

せる。 せる。

③人員に関する指標 ③人員に関する指標

中期目標期間の最終年度まで 職員数を抑制する。

に、職員数を抑制する。

〔参考〕 〔参考〕 〔参考〕

１）期初の常勤職員数 １）期初の常勤職員数 １）期初の常勤職員数

３４０人 ３３７人 ３３７人

２）期末の常勤職員見込み ２）期末の常勤職員見込み ２）期末の常勤職員数

３３６人 ３３６人 ３３６人

＜記入要領＞・項目ごとの「評定結果」の欄に、以下の段階的評定を記入するとともに、その右の「評定理由」欄に理由を記入する。

５点：中期目標の達成に向けて特筆すべき優れた実施状況にあると認められる。

４点：中期目標の達成に向けて優れた実施状況にあると認められる。

３点：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められる。

２点：中期目標の達成に向けて概ね着実な実施状況にあると認められる。

１点：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認めらない。

・５点をつけた項目には、特筆すべきと判断した理由として、他の項目における実績との違いを「評定理由」欄に明確に記述するものとする。

・必要な場合には、右欄に意見を記入する。
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総合的な評定

業 務 運 営 評 価（実施状況全体）

極めて順調 順 調 要努力 評定理由概ね順調

各項目の合計点数＝１６５

項目数（５２）×３＝１５６○

下記公式＝１０６％

＜記入要領＞

・個別項目の認定結果をもとに、以下の判断基準により、それぞれの欄に○を記入する。

○（各項目の合計点数）／（項目数に３を乗じた数）が１２０％以上である場合には 「極めて順調」とする。、

○（各項目の合計点数）／（項目数に３を乗じた数）が１００％以上１２０％未満である場合には 「順調」とする。、

○（各項目の合計点数）／（項目数に３を乗じた数）が８０％以上１００％未満である場合には 「概ね順調」とする。、

○（各項目の合計点数）／（項目数に３を乗じた数）が８０％未満である場合には 「要努力」とする。、

・但し、評価の境界値に近接している場合であって、法人の主要な業務の実績に鑑み、上位又は下位のランクに評価を

変更すべき特段の事情がある場合には、理由を明記した上で変更することができる。

総 合 評 価

（法人の業務の実績）

平成１７年度は、５２項目中４８項目について中期目標の達成に向けて着実な実施状況もしくは優れた実

施状況にあると認められ、特に、指導講習業務や適性診断業務の自己収入比率、自動車アセスメントの安全

性能指標の改善等については、最終年度（１８年度）の目標値を上回る成果を上げている。その他４項目に

ついては、重度後遺障害者の家族への相談支援に関する評価度等が平成１７年度計画における目標を達成で

きなかったものの、次年度には在宅介護相談窓口の開設時間の拡充により改善を図ることとしている等、全

体として中期目標の達成に向け順調である。

（課題・改善点、業務運営に対する意見等）

・ホームページの自主改善を試みているが、被害者援護業務のホームページアクセス件数は、他の業務に比

べて少なく （独）自動車事故対策機構が行っている業務としてまだ知られていないのではないか。被害、

者が万一の事故のときに必要な情報にアクセスできるよう環境を整備する必要がある。

・全般には中期目標・計画というミッションを着実に達成している状況の中で、一層の改善に向けて職員の

意識改革をさらに進め、新たな課題に取り組む自主的な努力を期待する。

（その他 ）推奨事例等

・後席シートベルトの着用効果を見るための衝突試験を実施し、ホームページやリーフレットにより情報を

提供しており、また、テレビや新聞・雑誌等多くのメディアに取り上げられたことも相まって、後席シー

トベルトの着用推進に貢献している。

・療護センターの広報用ＤＶＤを制作し、病院等へ配布したりホームページに動画を掲載して、療護センタ

ーの医療内容について幅広く広報しているほか、東京主管支所が錦糸町において自動車の事故防止街頭キ

ャンペーンを開催し、また、大阪主管支所や仙台主管支所が新たにモーターショーに出展するなど、国民

に対する（独）自動車事故対策機構の業務の認知度向上に努めている。




